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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レコード盤を再生する再生装置に用いられるトーンアームユニットであって、
　カートリッジを先端部に取り付けるためのアーム部材と、
　前記アーム部材を前記レコード盤に対して所定の軸線に沿って昇降させるための昇降機
構と、
　ロック機構と、を備え、
　前記昇降機構は、
　前記アーム部材を支持する支持部材と、
　前記支持部材に対して前記所定の軸線を中心に回動可能に設けられた回動部材と、
　前記支持部材に形成され、前記回動部材の回動方向に沿って傾斜しながら延びる第１の
ガイド部と、
　前記回動部材に形成され、前記第１のガイド部に対向するように且つ前記回動方向に沿
って傾斜しながら延びる第２のガイド部と、を有し、
　前記支持部材は、前記回動部材が前記支持部材に対して回動した際に、前記第２のガイ
ド部が前記第１のガイド部に沿ってスライドすることにより、前記回動部材に対して昇降
し、
　前記ロック機構は、
　前記回動部材の外側面に配置された弾性部材と、
　前記回動部材の前記支持部材に対する回動をロックするために前記弾性部材に接触する
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ロック位置と、前記弾性部材から離れる解除位置との間を移動可能な接触部材と、
　前記接触部材を前記ロック位置と前記解除位置との間で移動させるための操作部材と、
を有する
　トーンアームユニット。
【請求項２】
　前記昇降機構は、さらに、
　前記回動部材に形成され、前記第２のガイド部に沿って延びる溝部と、
　前記支持部材に形成され、前記溝部に移動可能に挿通された突部と、
　前記突部の先端部に取り付けられた抜け止め部材と、を有する
　請求項１に記載のトーンアームユニット。
【請求項３】
　前記第１のガイド部及び前記第２のガイド部の各々は、前記回動方向に沿って複数並ん
で配置されている
　請求項１又は２に記載のトーンアームユニット。
【請求項４】
　前記弾性部材は、ゴム材料で形成され、前記回動部材の前記外側面の全周に亘ってリン
グ状に延びている
　請求項１～３のいずれか１項に記載のトーンアームユニット。
【請求項５】
　前記ロック機構は、さらに、前記接触部材を前記ロック位置から前記解除位置に向けて
付勢する第１の付勢部材を有する
　請求項１～４のいずれか１項に記載のトーンアームユニット。
【請求項６】
　前記トーンアームユニットは、さらに、前記アーム部材の前記先端部を前記レコード盤
に向けて下降させるためのリフター機構を備え、
　前記リフター機構は、
　前記アーム部材を載置する載置台であって、前記アーム部材の前記先端部を前記レコー
ド盤から離す上限位置と、前記アーム部材の前記先端部を前記レコード盤に近付ける下限
位置との間を昇降可能な載置台と、
　前記載置台が前記上限位置から前記下限位置まで下降している際に、前記載置台に制動
力を作用させるギアダンパーと、を有する
　請求項１～５のいずれか１項に記載のトーンアームユニット。
【請求項７】
　前記リフター機構は、さらに、
　前記載置台を前記上限位置から前記下限位置に向けて付勢する第２の付勢部材と、
　前記載置台を前記上限位置に保持する第１の回動位置と、前記載置台の前記上限位置で
の保持を解除する第２の回動位置との間を回動するカム部材と、
　前記カム部材を前記第１の回動位置と前記第２の回動位置との間で回動させるレバー部
材と、を有する
　請求項６に記載のトーンアームユニット。
【請求項８】
　レコード盤を再生する再生装置であって、
　前記レコード盤を載置するためのターンテーブルと、
　前記ターンテーブルを回動させる駆動源と、
　回動する前記ターンテーブルに載置された前記レコード盤から音声信号をピックアップ
する、請求項１～７のいずれか１項に記載のトーンアームユニットと、を備える
　再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、トーンアームユニット及びこれを備えた再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レコード盤（アナログディスク）を再生する再生装置が知られている。再生装置には、
レコード盤から音声信号をピックアップするためのトーンアームユニットが搭載されてい
る（例えば、特許文献１参照）。トーンアームユニットは、本体部材と、本体部材に配置
されたベース部材と、ベース部材に支持されたアーム部材とを備えている。アーム部材の
先端部には、レコード針を有するカートリッジが着脱可能に取り付けられている。
【０００３】
　レコード盤から音声信号を精度良くピックアップするためには、レコード針がレコード
盤の溝をトレースする際に、アーム部材の姿勢を略水平に保つ必要がある。そのため、従
来のトーンアームユニットには、アーム部材の姿勢が略水平となるように、アーム部材の
レコード盤からの高さ位置を調節するための昇降機構が搭載されている。
【０００４】
　昇降機構は、ベース部材と本体部材との間に回動可能に配置された調節リングを有して
いる。調節リングの内側面及びベース部材の外側面の各々には６条ネジが形成されており
、これらの６条ネジは互いに噛み合わされている。調節リングをベース部材に対して回動
させることにより、ベース部材が本体部材に対して昇降し、アーム部材のレコード盤から
の高さ位置が調節される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－１８７６０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示は、昇降機構を容易に組み込むことができるトーンアームユニット及び再生装置
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示におけるトーンアームユニットは、レコード盤を再生する再生装置に用いられる
トーンアームユニットであって、カートリッジを先端部に取り付けるためのアーム部材と
、アーム部材をレコード盤に対して所定の軸線に沿って昇降させるための昇降機構と、を
備え、昇降機構は、アーム部材を支持する支持部材と、支持部材に対して所定の軸線を中
心に回動可能に設けられた回動部材と、支持部材に形成され、回動部材の回動方向に沿っ
て傾斜しながら延びる第１のガイド部と、回動部材に形成され、第１のガイド部に対向す
るように且つ回動方向に沿って傾斜しながら延びる第２のガイド部と、を有し、支持部材
は、回動部材が支持部材に対して回動した際に、第２のガイド部が第１のガイド部に沿っ
てスライドすることにより、回動部材に対して昇降する。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示におけるトーンアームユニットによれば、昇降機構を容易に組み込むことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１に係る再生装置を示す斜視図である。
【図２】実施の形態１に係るトーンアームユニットを示す斜視図である。
【図３】実施の形態１に係るトーンアームユニットを示す分解斜視図である。
【図４】図３とは異なる角度から見た状態での、実施の形態１に係るトーンアームユニッ
トを示す分解斜視図である。
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【図５】実施の形態１に係る昇降機構を示す分解斜視図である。
【図６】図５とは異なる角度から見た状態での、実施の形態１に係る昇降機構を示す分解
斜視図である。
【図７Ａ】アーム部材を最も下降させた状態での、図２のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である
。
【図７Ｂ】図７Ａの一部を拡大して示す断面斜視図である。
【図８Ａ】アーム部材を最も上昇させた状態での、図２のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である
。
【図８Ｂ】図８Ａの一部を拡大して示す断面斜視図である。
【図９】実施の形態１に係るロック機構を示す斜視図である。
【図１０】ロックプレートを省略した状態での、実施の形態１に係るロック機構を示す斜
視図である。
【図１１】実施の形態１に係るロック機構の一部を抜き出して示す斜視図である。
【図１２Ａ】一対のロックサポートの各々が解除位置に位置している状態での、実施の形
態１に係るトーンアームユニットを示す平面図である。
【図１２Ｂ】一対のロックサポートの各々が解除位置に位置している状態での、実施の形
態１に係るロック機構の一部を拡大して示す図である。
【図１２Ｃ】一対のロックサポートの各々が解除位置に位置している状態での、図９のＸ
ＩＩ－ＸＩＩ線断面図である。
【図１３Ａ】一対のロックサポートの各々がロック位置に位置している状態での、実施の
形態１に係るトーンアームユニットを示す平面図である。
【図１３Ｂ】一対のロックサポートの各々がロック位置に位置している状態での、実施の
形態１に係るロック機構の一部を拡大して示す図である。
【図１３Ｃ】一対のロックサポートの各々がロック位置に位置している状態での、図９の
ＸＩＩ－ＸＩＩ線断面図である。
【図１４Ａ】載置台が上限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るリフター機
構を示す斜視図である。
【図１４Ｂ】載置台が上限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るリフター機
構を示す側面図である。
【図１４Ｃ】載置台が上限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るトーンアー
ムユニットを示す側面図である。
【図１５Ａ】載置台が下限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るリフター機
構を示す斜視図である。
【図１５Ｂ】載置台が下限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るリフター機
構を示す側面図である。
【図１５Ｃ】載置台が下限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るトーンアー
ムユニットを示す側面図である。
【図１６】実施の形態２に係るロック機構を示す斜視図である。
【図１７】一対のロックサポート及びロックプレート等を省略した状態での、実施の形態
２に係るロック機構を示す斜視図である。
【図１８】実施の形態２に係るロック機構の一部を抜き出して示す斜視図である。
【図１９】一対のロックサポートの各々が解除位置に位置している状態での、実施の形態
２に係るロック機構を示す斜視図である。
【図２０】一対のロックサポートの各々がロック位置に位置している状態での、実施の形
態２に係るロック機構を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（本開示の基礎となった知見）
　本発明者らは、「背景技術」の欄において記載した技術に関し、以下の問題が生じるこ
とを見出した。
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【００１１】
　上述した従来のトーンアームユニットにおいて昇降機構を組み込む際には、まず、調節
リングの内側面及びベース部材の外側面の各々に形成された６条ネジにグリスを塗布する
。その後、調節リングの内側面に形成された６条ネジの６本のネジ山の端部と、ベース部
材の外側面に形成された６条ネジの６本のネジ山の端部とをそれぞれ位置合わせしながら
、各６条ネジを相互に噛み合わせる。しかしながら、このような構成では、昇降機構を組
み込むための工数が増大するという問題が生じる。
【００１２】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１３】
　なお、発明者らは、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面及び以下の説明を
提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図
するものではない。
【００１４】
　（実施の形態１）
　以下、図１～図１５Ｃを参照しながら、実施の形態１について説明する。
【００１５】
　［１－１．再生装置の全体構成］
　まず、図１を参照しながら、実施の形態１に係る再生装置２の全体構成について説明す
る。図１は、実施の形態１に係る再生装置２を示す斜視図である。
【００１６】
　図１に示すように、再生装置２は、レコード盤４を再生するための装置（いわゆる、レ
コードプレーヤ）である。再生装置２は、筐体６と、ターンテーブル８と、駆動源１０と
、トーンアームユニット１２とを備えている。
【００１７】
　筐体６は、平面視で略矩形状の箱形状を有している。ターンテーブル８は、レコード盤
４を載置するための円板状のテーブルであり、筐体６の上面に回動可能に支持されている
。駆動源１０は、ターンテーブル８を回動させるためのモータであり、筐体６の内部に配
置されている。
【００１８】
　トーンアームユニット１２は、回動するターンテーブル８に載置されたレコード盤４か
ら音声信号をピックアップするためのユニットであり、筐体６の上面においてターンテー
ブル８に隣接して配置されている。本実施の形態の再生装置２では、トーンアームユニッ
ト１２の構成に特徴がある。以下、トーンアームユニット１２の構成について詳細に説明
する。
【００１９】
　［１－２．トーンアームユニットの構成］
　［１－２－１．トーンアームユニットの全体構成］
　次に、図２～図４を参照しながら、実施の形態１に係るトーンアームユニット１２の全
体構成について説明する。図２は、実施の形態１に係るトーンアームユニット１２を示す
斜視図である。図３は、実施の形態１に係るトーンアームユニット１２を示す分解斜視図
である。図４は、図３とは異なる角度から見た状態での、実施の形態１に係るトーンアー
ムユニット１２を示す分解斜視図である。
【００２０】
　図２～図４に示すように、トーンアームユニット１２は、トーンアーム部１４と、昇降
機構１６と、ロック機構１８と、リフター機構２０とを備えている。以下、トーンアーム
ユニット１２の上記各構成要素について詳細に説明する。
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【００２１】
　［１－２－２．トーンアーム部］
　まず、図２～図４を参照しながら、トーンアーム部１４について説明する。
【００２２】
　図２～図４に示すように、トーンアーム部１４は、アームベース２２と、支持機構２４
と、アーム部材２６とを有している。
【００２３】
　アームベース２２は、アーム部材２６等を支持するための部材であり、平面視で円形状
に形成されている。
【００２４】
　支持機構２４は、アーム部材２６の基端部を水平方向及び垂直方向に揺動可能に支持す
るための機構であり、アームベース２２の上面に配置されている。
【００２５】
　アーム部材２６は、水平面内で略Ｓ字状に屈曲しながら長尺状に延びている。アーム部
材２６の先端部には、ヘッドシェル２８が支持されている。ヘッドシェル２８には、レコ
ード針を有するカートリッジ３０（図１参照）が着脱可能に取り付けられている。また、
アーム部材２６の基端部には、ヘッドシェル２８との重量バランスを取るためのバランス
ウェイト３２が支持されている。
【００２６】
　なお、レコード盤４を再生しない際には、ユーザは、アーム部材２６をアームベース２
２の上面に配置されたフック状のアームレスト３４に支持させる。レコード盤４を再生す
る際には、ユーザは、アーム部材２６をアームレスト３４から取り外した後に、アーム部
材２６を水平方向及び垂直方向に揺動させながら、載置台１２８（後述する）に載置させ
る。後述するように、載置台１２８がアーム部材２６を載置した状態で下降することによ
り、ヘッドシェル２８がターンテーブル８上のレコード盤４に近付き、カートリッジ３０
のレコード針がレコード盤４の溝をトレースする。
【００２７】
　［１－２－３．昇降機構］
　［１－２－３－１．昇降機構の構成］
　次に、図３～図７Ｂを参照しながら、昇降機構１６の構成について説明する。図５は、
実施の形態１に係る昇降機構１６を示す分解斜視図である。図６は、図５とは異なる角度
から見た状態での、実施の形態１に係る昇降機構１６を示す分解斜視図である。図７Ａは
、アーム部材２６を最も下降させた状態での、図２のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である。図
７Ｂは、図７Ａの一部を拡大して示す断面斜視図である。
【００２８】
　昇降機構１６は、アーム部材２６をターンテーブル８上のレコード盤４に対して昇降さ
せるための機構である。図３及び図４に示すように、昇降機構１６は、カムベース３６（
支持部材の一例）と、センターシャフト３８と、リングカム４０（回動部材の一例）と、
操作リング４２と、アームベースマウント４４とを有している。
【００２９】
　図５～図７Ａに示すように、カムベース３６は、円板状に形成されており、アームベー
ス２２の下面に複数のネジ４６で固定されている。すなわち、カムベース３６は、アーム
ベース２２を介してアーム部材２６を支持している。
【００３０】
　図５に示すように、カムベース３６の下面における外周部には、複数（本実施の形態で
は３個）の第１のガイド部４８が形成されている。複数の第１のガイド部４８は、リング
カム４０の回動方向（すなわち、カムベース３６の周方向）に沿って並んで配置されてい
る。複数の第１のガイド部４８の各々は、リングカム４０の回動方向に沿って傾斜しなが
ら延びている。すなわち、複数の第１のガイド部４８の各々は、山部４８ａから谷部４８
ｂまで上り傾斜しながら円弧状に延びている。
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【００３１】
　さらに、図５に示すように、カムベース３６の下面における外周部には、複数（本実施
の形態では３個）の突部５０が形成されている。複数の突部５０は、カムベース３６の下
面から鉛直下方に延び、且つ、リングカム４０の回動方向に沿って間隔を置いて配置され
ている。複数の突部５０の各々の先端部には、抜け止め用ネジ５２を捻じ込むためのネジ
孔５０ａが形成されている。
【００３２】
　センターシャフト３８は、円柱状に形成され、カムベース３６の下面における中央部か
ら鉛直下方に延びている。センターシャフト３８の中心軸線Ｃ１（所定の軸線の一例）は
、鉛直方向に延び、後述するようにカムベース３６がリングカム４０に対して昇降する際
の昇降軸線として機能する。さらに、センターシャフト３８の中心軸線Ｃ１は、後述する
ようにリングカム４０がカムベース３６に対して回動する際の回動軸線としても機能する
。なお、センターシャフト３８は、例えば快削鋼又は真鍮等の金属で形成されている。
【００３３】
　図５～図７Ａに示すように、リングカム４０は、有底円筒状に形成されており、カムベ
ース３６の外側面及び下面を覆う位置に配置されている。リングカム４０の底部における
中央部には、センターシャフト３８を挿通するための円形状の孔５４が形成されている。
リングカム４０は、センターシャフト３８の中心軸線Ｃ１を中心にカムベース３６に対し
て回動可能である。
【００３４】
　図６に示すように、リングカム４０の底部の上面における外周部には、複数（本実施の
形態では３個）の第２のガイド部５６が形成されている。複数の第２のガイド部５６はそ
れぞれ、複数の第１のガイド部４８に対応して、リングカム４０の回動方向（すなわち、
リングカム４０の周方向）に沿って並んで配置されている。複数の第２のガイド部５６の
各々は、対応する第１のガイド部４８に対向するように、且つ、リングカム４０の回動方
向に沿って傾斜しながら延びている。すなわち、複数の第２のガイド部５６の各々は、谷
部５６ｂから山部５６ａまで上り傾斜しながら円弧状に延びている。図７Ａ及び図７Ｂに
示すように、複数の第２のガイド部５６はそれぞれ、複数の第１のガイド部４８に近接し
ており、第１のガイド部４８と第２のガイド部５６との間には例えば０．１ｍｍ程度の隙
間が形成されている。
【００３５】
　さらに、図５及び図６に示すように、リングカム４０の底部における外周部には、複数
（本実施の形態では３個）の溝部５８が形成されている。複数の溝部５８はそれぞれ、複
数の第２のガイド部５６に対応して、リングカム４０の回動方向に沿って間隔を置いて配
置されている。複数の溝部５８の各々は、対応する第２のガイド部５６に沿って円弧状に
延びている。複数の溝部５８にはそれぞれ、カムベース３６の複数の突部５０が移動可能
に挿通されている。図５及び図７Ｂに示すように、複数の突部５０の各々のネジ孔５０ａ
には、カムスペーサ５９（抜け止め部材の一例）を介して抜け止め用ネジ５２が捻じ込ま
れている。すなわち、カムスペーサ５９は、抜け止め用ネジ５２により突部５０の先端部
に取り付けられている。抜け止め用ネジ５２及びカムスペーサ５９は、溝部５８を挟んで
カムベース３６と反対側に配置されている。カムスペーサ５９の幅は、溝部５８の幅より
も大きい。これらの複数のカムスペーサ５９により、突部５０が溝部５８から抜ける（す
なわち、カムベース３６がリングカム４０から外れる）のを抑制することができる。
【００３６】
　図５～図７Ａに示すように、操作リング４２は、リングカム４０の上端部における外側
面に取り付けられている。ユーザは、操作リング４２を手指で掴むことにより、リングカ
ム４０をカムベース３６に対して回動させることができる。
【００３７】
　図２～図４及び図７Ａに示すように、アームベースマウント４４は、有底円筒状に形成
されており、リングカム４０の外側面及び底部の下面を覆う位置に配置されている。アー
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ムベースマウント４４の底部における中央部には、センターシャフト３８を挿通するため
の円形状の孔６０が形成されている。アームベースマウント４４の底部の上面には、リン
グカム４０が回動可能に支持されている。なお、アームベースマウント４４は、例えばア
ルミダイキャスト等の金属で形成されている。
【００３８】
　アームベースマウント４４の下端部には、ジャックベース６２が取り付けられている。
ジャックベース６２の内部には、ジャック端子が実装されたジャック基板（図示せず）等
が配置されている。
【００３９】
　［１－２－３－２．昇降機構の動作］
　次に、図７Ａ～図８Ｂを参照しながら、昇降機構１６の動作について説明する。図８Ａ
は、アーム部材２６を最も上昇させた状態での、図２のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である。
図８Ｂは、図８Ａの一部を拡大して示す断面斜視図である。
【００４０】
　図７Ａ及び図７Ｂに示す状態では、複数の第２のガイド部５６の各々の山部５６ａは、
対応する第１のガイド部４８の谷部４８ｂに対向している。この状態では、アーム部材２
６はターンテーブル８上のレコード盤４に対して最も下降しており、アーム部材２６のア
ームベースマウント４４の上端面からの高さＨ１は、最も低くなっている。
【００４１】
　この状態から、ユーザがリングカム４０をカムベース３６に対して図７Ｂの矢印Ｒ１で
示す方向に所定の角度（例えば、＋１２０°）だけ回動させることにより、複数の第２の
ガイド部５６がそれぞれ複数の第１のガイド部４８に沿ってスライドする。このとき、複
数の第２のガイド部５６の各々の山部５６ａは、対応する第１のガイド部４８の谷部４８
ｂから山部４８ａに向けて移動する。これにより、カムベース３６は、複数の第２のガイ
ド部５６の各々の山部５６ａによって押し上げられることにより、リングカム４０に対し
てセンターシャフト３８の中心軸線Ｃ１に沿って上昇する。これに伴い、アーム部材２６
は、カムベース３６及びアームベース２２とともに、ターンテーブル８上のレコード盤４
に対してセンターシャフト３８の中心軸線Ｃ１に沿って上昇する。なお、リングカム４０
をカムベース３６に対して回動させている間、カムベース３６の突部５０は、溝部５８の
一端部から他端部まで溝部５８に沿って移動する。
【００４２】
　図８Ａ及び図８Ｂに示す状態では、複数の第２のガイド部５６の各々の山部５６ａは、
対応する第１のガイド部４８の山部４８ａに対向している。この状態では、アーム部材２
６はターンテーブル８上のレコード盤４に対して最も上昇しており、アーム部材２６のア
ームベースマウント４４の上端面からの高さＨ２（＞Ｈ１）は、最も高くなっている。な
お、高さＨ２と高さＨ１との差（Ｈ２－Ｈ１）は、例えば約６ｍｍである。
【００４３】
　この状態から、リングカム４０をカムベース３６に対して図８Ｂの矢印Ｒ２で示す方向
に所定の角度（例えば、－１２０°）だけ回動させることにより、複数の第２のガイド部
５６がそれぞれ複数の第１のガイド部４８に沿ってスライドする。このとき、複数の第２
のガイド部５６の各々の山部５６ａは、対応する第１のガイド部４８の山部４８ａから谷
部４８ｂに向けて移動する。これにより、カムベース３６は、リングカム４０に対してセ
ンターシャフト３８の中心軸線Ｃ１に沿って下降する。これに伴い、アーム部材２６は、
カムベース３６及びアームベース２２とともに、ターンテーブル８上のレコード盤４に対
してセンターシャフト３８の中心軸線Ｃ１に沿って下降する。なお、リングカム４０をカ
ムベース３６に対して回動させている間、カムベース３６の突部５０は、溝部５８の他端
部から一端部まで溝部５８に沿って移動する。
【００４４】
　上述したようにアーム部材２６をターンテーブル８上のレコード盤４に対して昇降させ
ることにより、アーム部材２６のレコード盤４からの高さ位置を調節することができる。
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これにより、レコード針がレコード盤４の溝をトレースする際に、アーム部材２６の姿勢
を略水平に保つことができ、レコード盤４から音声信号を精度良くピックアップすること
ができる。
【００４５】
　［１－２－４．ロック機構］
　［１－２－４－１．ロック機構の構成］
　次に、図３～図５及び図９～図１１を参照しながら、ロック機構１８の構成について説
明する。図９は、実施の形態１に係るロック機構１８を示す斜視図である。図１０は、ロ
ックプレート６８を省略した状態での、実施の形態１に係るロック機構１８を示す斜視図
である。図１１は、実施の形態１に係るロック機構１８の一部を抜き出して示す斜視図で
ある。なお、説明の都合上、図９及び図１０では、ジャックベース６２等の図示を省略し
てある。
【００４６】
　ロック機構１８は、リングカム４０のカムベース３６に対する回動をロック（規制）す
るための機構である。図３、図４及び図９に示すように、ロック機構１８は、リングラバ
ー６４（弾性部材の一例）と、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂ（接触部材の一例）
と、ロックプレート６８と、ロックシャフト７０（操作部材の一例）とを有している。
【００４７】
　図３～図５に示すように、リングラバー６４は、リングカム４０の外側面に取り付けら
れ、リングカム４０の外側面の全周に亘ってリング状に延びている。リングラバー６４は
、例えばゴム材料で形成されている。なお、本実施の形態では、リングラバー６４をゴム
材料で形成したが、これに限定されず、例えば樹脂材料等の種々の弾性材料で形成しても
よい。
【００４８】
　一対のロックサポート６６ａ，６６ｂは、アームベースマウント４４に移動可能に取り
付けられ、リングラバー６４に接触することによりリングカム４０のカムベース３６に対
する回動をロックするための部材である。なお、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂは
、例えば樹脂で形成されている。
【００４９】
　図１１に示すように、ロックサポート６６ａは、サポート本体部７２ａと、取付片７４
ａとを有している。サポート本体部７２ａは、プレート状に形成され、リングカム４０の
外側面の周方向に沿って湾曲している。サポート本体部７２ａの一側辺には、傾斜面７６
ａが形成されている。取付片７４ａは、サポート本体部７２ａの凹面側から延びている。
取付片７４ａには、長孔７８ａが形成されている。
【００５０】
　図１１に示すように、ロックサポート６８ｂは、上述したロックサポート６８ａと左右
対称に形成されている。すなわち、ロックサポート６８ｂは、サポート本体部７２ｂと、
取付片７４ｂとを有している。サポート本体部７２ｂは、プレート状に形成され、リング
カム４０の外側面の周方向に沿って湾曲している。サポート本体部７２ｂの一側辺には、
傾斜面７６ｂが形成されている。取付片７４ｂは、サポート本体部７２ｂの凹面側から延
びている。取付片７４ｂには、長孔７８ｂが形成されている。
【００５１】
　図３、図４、図９及び図１０に示すように、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂは、
アームベースマウント４４の側壁部に形成された切り欠き部８０に配置され、各々の取付
片７４ａ，７４ｂが対向するように互いに隣接している。なお、リングラバー６４の一部
は、アームベースマウント４４の切り欠き部８０を通して、アームベースマウント４４の
外部に露出している。そのため、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々のサポート
本体部７２ａ，７２ｂの凹面側は、リングラバー６４の一部に対向している。
【００５２】
　図１０に示すように、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々の取付片７４ａ，７
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４ｂの長孔７８ａ，７８ｂには、アームベースマウント４４の底部の下面に形成された突
起８２が移動可能に挿通されている。これにより、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂ
の各々は、サポート本体部７２ａ，７２ｂがリングラバー６４から離れる解除位置（後述
する図１２Ｂ及び図１２Ｃ参照）と、サポート本体部７２ａ，７２ｂがリングラバー６４
に接触するロック位置（後述する図１３Ｂ及び図１３Ｃ参照）との間を移動可能である。
なお、図１０に示すように、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々のサポート本体
部７２ａ，７２ｂとアームベースマウント４４の切り欠き部８０の周縁部との間には、弾
力性を有するクッション部材８４が介在されている。
【００５３】
　ロックプレート６８は、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々を解除位置からロ
ック位置に向けて押し込むための部材である。なお、ロックプレート６８は、例えば鉄等
の金属で形成されている。図３、図４、図９及び図１１に示すように、ロックプレート６
８は、水平部８６と、垂直部８８と、押込部９０と、取付部９２とを有している。
【００５４】
　水平部８６には、アームベースマウント４４の突起８２が移動可能に挿通される長孔９
４と、ロックシャフト７０の偏心軸１０８（後述する）が回動可能に挿通される孔９６と
が形成されている。垂直部８８は、水平部８６の一端部から、水平部８６に対して略垂直
に延びている。押込部９０は、垂直部８８の一端部に形成され、垂直部８８に対して略垂
直に延びている。押込部９０の両端部にはそれぞれ、一対の傾斜部９８ａ，９８ｂが形成
されている。取付部９２は、押込部９０の中央部から、水平部８６に対して略平行に延び
ている。取付部９２には、ネジ１００を挿通するための長孔１０２が形成されている。
【００５５】
　図９に示すように、ネジ１００が取付部９２の長孔１０２を通してアームベースマウン
ト４４に形成されたネジ孔１０４（図１０参照）に捻じ込まれることにより、ロックプレ
ート６８がアームベースマウント４４に取り付けられている。このとき、ネジ１００と長
孔１０２との間には遊びが存在するため、ロックプレート６８は、アームベースマウント
４４の径方向に沿って往復移動することができる。水平部８６の長孔９４には、アームベ
ースマウント４４の突起８２が移動可能に挿通されている。また、後述する図１２Ｃ及び
図１３Ｃに示すように、押込部９０の一対の傾斜部９８ａ，９８ｂはそれぞれ、一対のロ
ックサポート６６ａ，６６ｂの各々のサポート本体部７２ａ，７２ｂの傾斜面７６ａ，７
６ｂに接触している。
【００５６】
　ロックシャフト７０は、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々を解除位置とロッ
ク位置との間で移動させるための部材である。図３及び図４に示すように、ロックシャフ
ト７０は、長尺状に形成され、アームベース２２、カムベース３６、リングカム４０及び
アームベースマウント４４を貫通して配置されている。ロックシャフト７０は、その中心
軸線を中心にアームベースマウント４４に対して回動可能である。
【００５７】
　ロックシャフト７０の上端部には、ロックノブ１０６が形成されている。後述する図１
２Ａに示すように、ロックノブ１０６は、アームベース２２の上面に配置されている。ユ
ーザは、ロックノブ１０６を手指で摘むことにより、ロックシャフト７０をアームベース
マウント４４に対して回動させることができる。ロックシャフト７０の下端部には、ロッ
クシャフト７０の中心軸線に対して偏心した偏心軸１０８が形成されている。図９に示す
ように、偏心軸１０８は、ロックプレート６８の水平部８６の孔９６に回動可能に挿通さ
れている。
【００５８】
　［１－２－４－２．ロック機構の動作］
　次に、図１２Ａ～図１３Ｃを参照しながら、ロック機構１８の動作について説明する。
図１２Ａは、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々が解除位置に位置している状態
での、実施の形態１に係るトーンアームユニット１２を示す平面図である。図１２Ｂは、
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一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々が解除位置に位置している状態での、実施の
形態１に係るロック機構１８の一部を拡大して示す図である。図１２Ｃは、一対のロック
サポート６６ａ，６６ｂの各々が解除位置に位置している状態での、図９のＸＩＩ－ＸＩ
Ｉ線断面図である。図１３Ａは、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々がロック位
置に位置している状態での、実施の形態１に係るトーンアームユニット１２を示す平面図
である。図１３Ｂは、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々がロック位置に位置し
ている状態での、実施の形態１に係るロック機構１８の一部を拡大して示す図である。図
１３Ｃは、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々がロック位置に位置している状態
での、図９のＸＩＩ－ＸＩＩ線断面図である。なお、説明の都合上、図１２Ａ及び図１３
Ａでは、バランスウェイト３２の図示を省略してある。
【００５９】
　図１２Ａ～図１２Ｃに示す状態では、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々は解
除位置に位置している。この状態では、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々のサ
ポート本体部７２ａ，７２ｂがリングラバー６４から離れているので、リングカム４０を
カムベース３６に対して回動させることができる。
【００６０】
　この状態から、リングカム４０のカムベース３６に対する回動をロックさせたい際には
、ユーザは、ロックノブ１０６を手指で摘んで、ロックシャフト７０をアームベースマウ
ント４４に対して図１３Ａの矢印Ｒ３で示す方向に回動させる。これにより、偏心軸１０
８は、ロックシャフト７０の中心軸線を中心に、図１３Ｂの矢印Ｒ３で示す方向に回動す
る。このとき、偏心軸１０８がロックプレート６８の水平部８６の孔９６の周縁部を押圧
することにより、ロックプレート６８は、図１３Ｂの矢印Ｘ１で示すように、一対のロッ
クサポート６６ａ，６６ｂに近付く方向に移動する。これにより、図１３Ｃに示すように
、押込部９０の一対の傾斜部９８ａ，９８ｂはそれぞれ、一対のロックサポート６６ａ，
６６ｂの各々のサポート本体部７２ａ，７２ｂの傾斜面７６ａ，７６ｂを押し込むことに
より、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々は解除位置からロック位置に移動する
。このとき、図１３Ｂに示すように、クッション部材８４は、一対のロックサポート６６
ａ，６６ｂの各々のサポート本体部７２ａ，７２ｂにより押圧されることにより圧縮され
ている。
【００６１】
　図１３Ａ～図１３Ｃに示すように、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々がロッ
ク位置に位置している状態では、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々のサポート
本体部７２ａ，７２ｂがリングラバー６４に接触している。これにより、サポート本体部
７２ａ，７２ｂとリングラバー６４との間に生じる摩擦力によって、リングカム４０のカ
ムベース３６に対する回動がロックされる。このとき、リングラバー６４は、サポート本
体部７２ａ，７２ｂによって押圧（接触）されることにより弾性変形する。
【００６２】
　この状態から、リングカム４０をカムベース３６に対して回動させたい際には、ユーザ
は、ロックノブ１０６を手指で摘んで、ロックシャフト７０をアームベースマウント４４
に対して図１２Ａの矢印Ｒ４で示す方向に回動させる。これにより、偏心軸１０８は、ロ
ックシャフト７０の中心軸線を中心に、図１２Ｂの矢印Ｒ４で示す方向に回動する。この
とき、偏心軸１０８がロックプレート６８の水平部８６の孔９６の周縁部を押圧すること
により、ロックプレート６８は、図１２Ｂの矢印Ｘ２で示すように、一対のロックサポー
ト６６ａ，６６ｂから離れる方向に移動する。これにより、図１２Ｂ及び図１２Ｃに示す
ように、一対のロックサポート６６ａ，６６ｂの各々は、クッション部材８４の反発力を
受けて、ロック位置から解除位置に移動する。
【００６３】
　［１－２－５．リフター機構］
　［１－２－５－１．リフター機構の構成］
　次に、図１４Ａ～図１５Ｃを参照しながら、リフター機構２０の構成について説明する
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。図１４Ａは、載置台１２８が上限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るリ
フター機構２０を示す斜視図である。図１４Ｂは、載置台１２８が上限位置に位置してい
る状態での、実施の形態１に係るリフター機構２０を示す側面図である。図１４Ｃは、載
置台１２８が上限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るトーンアームユニッ
ト１２を示す側面図である。図１５Ａは、載置台１２８が下限位置に位置している状態で
の、実施の形態１に係るリフター機構２０を示す斜視図である。図１５Ｂは、載置台１２
８が下限位置に位置している状態での、実施の形態１に係るリフター機構２０を示す側面
図である。図１５Ｃは、載置台１２８が下限位置に位置している状態での、実施の形態１
に係るトーンアームユニット１２を示す側面図である。なお、説明の都合上、図１４Ａ、
図１４Ｂ、図１５Ａ及び図１５Ｂでは、アームベース２２及びアーム部材２６等の図示を
省略してある。
【００６４】
　リフター機構２０は、ヘッドシェル２８（アーム部材２６の先端部）をターンテーブル
８上のレコード盤４に向けて下降させるための機構である。図１４Ａに示すように、リフ
ター機構２０は、リフトアームベース１１０と、ギアダンパー１１２と、コイルバネ１１
４（第２の付勢部材の一例）と、カム部材１１６と、レバー部材１１８とを有している。
【００６５】
　図１４Ａ及び図１４Ｂに示すように、リフトアームベース１１０は、一対の支柱部１２
０，１２２と、プレート部材１２４と、ラックギア１２６と、載置台１２８とを有してい
る。一対の支柱部１２０，１２２は、カムベース３６に昇降可能に支持されており、カム
ベース３６の上面から鉛直上方に延びている。プレート部材１２４は、支柱部１２０に取
り付けられており、支柱部１２０とともに昇降可能である。ラックギア１２６は、プレー
ト部材１２４から鉛直下方に延びており、支柱部１２０とともに昇降可能である。
【００６６】
　載置台１２８は、アーム部材２６を載置するための部材であり、一対の支柱部１２０，
１２２の各上端部に支持されている。載置台１２８は、一対の支柱部１２０，１２２が昇
降することにより、上限位置（図１４Ａ～図１４Ｃ参照）と下限位置（図１５Ａ～図１５
Ｃ参照）との間を昇降可能である。載置台１２８が上限位置に位置している際には、ヘッ
ドシェル２８はターンテーブル８上のレコード盤４から離れている。載置台１２８が下限
位置に位置している際には、ヘッドシェル２８はターンテーブル８上のレコード盤４に近
付き、レコード針はレコード盤４の溝に接触する。
【００６７】
　図１４Ａに示すように、ギアダンパー１１２は、カムベース３６の上面に回動可能に支
持されている。ギアダンパー１１２は、リフトアームベース１１０のラックギア１２６と
噛み合わされている。ギアダンパー１１２は、載置台１２８が上限位置から下限位置まで
下降している際に、載置台１２８に制動力（すなわち、載置台１２８の下降動作に逆らう
力）を作用させる。
【００６８】
　図１４Ｂに示すように、コイルバネ１１４は、カムベース３６の下方において支柱部１
２０の外側面を覆うように配置されており、載置台１２８（支柱部１２０）を上限位置か
ら下限位置に向けて付勢する。
【００６９】
　図１４Ａ及び図１４Ｂに示すように、カム部材１１６は、カムベース３６の上面に回動
可能に支持されている。カム部材１１６は、カム本体部１３０と、支持部１３２とを有し
ている。カム本体部１３０は、略水平方向に延びる回動軸線Ｃ２を中心に回動する。支持
部１３２は、カム本体部１３０の回動軸線Ｃ２から偏心した位置に形成されている。
【００７０】
　レバー部材１１８は、カム部材１１６のカム本体部１３０に連結されている。ユーザが
レバー部材１１８を手で回動させることにより、カム部材１１６を第１の回動位置（図１
４Ａ及び図１４Ｂ参照）と第２の回動位置（図１５Ａ及び図１５Ｂ参照）との間で回動さ
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せることができる。図１４Ｂに示すように、カム部材１１６が第１の回動位置に位置して
いる際には、支持部１３２は、プレート部材１２４を下方から支持する。これにより、カ
ム部材１１６は、載置台１２８を上限位置に保持する。図１５Ｂに示すように、カム部材
１１６が第２の回動位置に位置している際には、支持部１３２は、プレート部材１２４を
下方から支持しない。これにより、カム部材１１６は、載置台１２８の上限位置での保持
を解除する。
【００７１】
　［１－２－５－２．リフター機構の動作］
　次に、図１４Ａ～図１５Ｃを参照しながら、リフター機構２０の動作について説明する
。
【００７２】
　図１４Ａ～図１４Ｃに示す状態では、カム部材１１６は第１の回動位置に位置しており
、載置台１２８は上限位置に保持されている。例えばレコード盤４を再生する際には、タ
ーンテーブル８が回動している状態で、ユーザは、レバー部材１１８を図１５Ａ～図１５
Ｃの矢印Ｒ５で示す方向に回動させる。これにより、カム部材１１６は、図１５Ａ及び図
１５Ｂの矢印Ｒ６で示す方向に、第１の回動位置から第２の回動位置まで回動する。その
結果、載置台１２８は、コイルバネ１１４の付勢力により、アーム部材２６を載置した状
態で、図１５Ａ～図１５Ｃの矢印Ｘ３で示す方向に上限位置から下限位置に向けて下降す
る。このとき、載置台１２８は、ギアダンパー１１２による制動力を受けながら、上限位
置から下限位置に向けて緩やかに下降するので、レコード針をレコード盤４に緩やかに近
付けることができる。その結果、レコード盤４の再生をスムーズに開始することができる
。
【００７３】
　例えばレコード盤４の再生が終了した際には、図１５Ａ～図１５Ｃに示す状態から、ユ
ーザは、レバー部材１１８を図１４Ａ～図１４Ｃの矢印Ｒ７で示す方向に回動させる。こ
れにより、カム部材１１６は、図１４Ａ及び図１４Ｂの矢印Ｒ８で示す方向に、第２の回
動位置から第１の回動位置まで回動する。その結果、載置台１２８は、カム部材１１６の
支持部１３２によって押し上げられることにより、アーム部材２６を載置した状態で、図
１４Ａ～図１４Ｃの矢印Ｘ４で示す方向に下限位置から上限位置に向けて上昇する。これ
により、レコード針をレコード盤４から離すことができる。
【００７４】
　［１－３．効果等］
　上述したように、本実施の形態において、トーンアームユニット１２は、レコード盤４
を再生する再生装置２に用いられる。トーンアームユニット１２は、カートリッジ３０を
先端部に取り付けるためのアーム部材２６と、アーム部材２６をレコード盤４に対して所
定の軸線に沿って昇降させるための昇降機構１６とを備える。昇降機構１６は、アーム部
材２６を支持するカムベース３６と、カムベース３６に対して所定の軸線を中心に回動可
能に設けられたリングカム４０と、カムベース３６に形成され、リングカム４０の回動方
向に沿って傾斜しながら延びる第１のガイド部４８と、リングカム４０に形成され、第１
のガイド部４８に対向するように且つ回動方向に沿って傾斜しながら延びる第２のガイド
部５６とを有する。カムベース３６は、リングカム４０がカムベース３６に対して回動し
た際に、第２のガイド部５６が第１のガイド部４８に沿ってスライドすることにより、リ
ングカム４０に対して昇降する。
【００７５】
　これにより、第１のガイド部４８と第２のガイド部５６とが互いに対向するように、カ
ムベース３６とリングカム４０とを配置することにより、昇降機構１６をトーンアームユ
ニット１２に容易に組み込むことができる。なお、従来のトーンアームユニットを搭載し
た再生装置に対して、外観を大きく変えることなく、昇降機構１６の構造のみを変えるこ
とができる。その結果、従来の再生装置のクラシカルな外観を好むユーザにとって満足度
の高いものとなる。
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【００７６】
　また、本実施の形態において、昇降機構１６は、さらに、リングカム４０に形成され、
第２のガイド部５６に沿って延びる溝部５８と、カムベース３６に形成され、溝部５８に
移動可能に挿通された突部５０と、突部５０の先端部に取り付けられたカムスペーサ５９
とを有する。
【００７７】
　これにより、カムスペーサ５９によって、突部５０が溝部５８から抜けるのを抑制する
ことができる。その結果、リングカム４０をカムベース３６に対して回動させた際に、カ
ムベース３６がリングカム４０から不意に外れるのを抑制することができる。
【００７８】
　また、本実施の形態において、第１のガイド部４８及び第２のガイド部５６の各々は、
回動方向に沿って複数並んで配置されている。
【００７９】
　これにより、リングカム４０をカムベース３６に対して回動させた際に、カムベース３
６をリングカム４０に対して安定して昇降させることができる。
【００８０】
　また、本実施の形態において、トーンアームユニット１２は、さらに、リングカム４０
のカムベース３６に対する回動をロックするためのロック機構１８を備える。ロック機構
１８は、リングカム４０の外側面に配置されたリングラバー６４と、リングラバー６４に
接触するロック位置と、リングラバー６４から離れる解除位置との間を移動可能なロック
サポート６６ａ，６６ｂと、ロックサポート６６ａ，６６ｂをロック位置と解除位置との
間で移動させるためのロックシャフト７０とを有する。
【００８１】
　これにより、ロックサポート６６ａ，６６ｂを解除位置からロック位置に移動させた際
には、ロックサポート６６ａ，６６ｂがリングラバー６４に接触することにより、リング
ラバー６４が弾性変形する。その結果、ロックサポート６６ａ，６６ｂ等の寸法バラツキ
がある場合であっても、リングラバー６４の弾性変形量により上記の寸法バラツキを吸収
することができるので、ロックサポート６６ａ，６６ｂをリングラバー６４に確実に接触
させることができる。
【００８２】
　また、本実施の形態において、リングラバー６４は、ゴム材料で形成され、リングカム
４０の外側面の全周に亘ってリング状に延びている。
【００８３】
　これにより、リングカム４０のカムベース３６に対する回動位置に拘わらず、ロックサ
ポート６６ａ，６６ｂをリングラバー６４に確実に接触させることができる。
【００８４】
　また、本実施の形態において、トーンアームユニット１２は、さらに、アーム部材２６
の先端部をレコード盤４に向けて下降させるためのリフター機構２０を備える。リフター
機構２０は、アーム部材２６を載置する載置台１２８であって、アーム部材２６の先端部
をレコード盤４から離す上限位置と、アーム部材２６の先端部をレコード盤４に近付ける
下限位置との間を昇降可能な載置台１２８と、載置台１２８が上限位置から下限位置まで
下降している際に、載置台１２８に制動力を作用させるギアダンパー１１２とを有する。
【００８５】
　これにより、載置台１２８は、ギアダンパー１１２による制動力を受けながら、上限位
置から下限位置に向けて緩やかに下降するので、アーム部材２６の先端部をレコード盤４
に緩やかに近付けることができる。その結果、レコード盤４の再生をスムーズに開始する
ことができる。
【００８６】
　また、本実施の形態において、リフター機構２０は、さらに、載置台１２８を上限位置
から下限位置に向けて付勢するコイルバネ１１４と、載置台１２８を上限位置に保持する
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第１の回動位置と、載置台１２８の上限位置での保持を解除する第２の回動位置との間を
回動するカム部材１１６と、カム部材１１６を第１の回動位置と第２の回動位置との間で
回動させるレバー部材１１８とを有する。
【００８７】
　これにより、ユーザは、レバー部材１１８を操作することにより、載置台１２８を上限
位置と下限位置との間で容易に昇降させることができる。
【００８８】
　また、本実施の形態において、レコード盤４を再生する再生装置２は、レコード盤４を
載置するためのターンテーブル８と、ターンテーブル８を回動させる駆動源１０と、回動
するターンテーブル８に載置されたレコード盤４から音声信号をピックアップする、上述
したいずれかのトーンアームユニット１２とを備える。
【００８９】
　これにより、第１のガイド部４８と第２のガイド部５６とが互いに対向するように、カ
ムベース３６とリングカム４０とを配置することにより、昇降機構１６をトーンアームユ
ニット１２に容易に組み込むことができる。なお、従来のトーンアームユニットを搭載し
た再生装置に対して、外観を大きく変えることなく、昇降機構１６の構造のみを変えるこ
とができる。その結果、従来の再生装置のクラシカルな外観を好むユーザにとって満足度
の高いものとなる。
【００９０】
　（実施の形態２）
　次に、図１６～図２０を参照しながら、実施の形態２について説明する。なお、実施の
形態２では、上記実施の形態１と同一の構成要素には同一の符号を付して、その説明を省
略する。
【００９１】
　［２－１．ロック機構の構成］
　図１６～図１８を参照しながら、実施の形態２に係るトーンアームユニット１２Ａのロ
ック機構１８Ａの構成について説明する。図１６は、実施の形態２に係るロック機構１８
Ａを示す斜視図である。図１７は、一対のロックサポート６６Ａａ，６６Ａｂ及びロック
プレート６８等を省略した状態での、実施の形態２に係るロック機構１８Ａを示す斜視図
である。図１８は、実施の形態２に係るロック機構１８Ａの一部を抜き出して示す斜視図
である。なお、説明の都合上、図１６及び図１７では、ジャックベース６２等の図示を省
略してある。
【００９２】
　図１６に示すように、ロック機構１８Ａは、上記実施の形態１に係るロック機構１８の
構成要素に加えて、一対のバネ部材１３４ａ，１３４ｂ（第１の付勢部材の一例）を有し
ている。
【００９３】
　図１６及び図１８に示すように、バネ部材１３４ａは、コイル状のねじりバネ部１３６
ａと、ねじりバネ部１３６ａから延びる線バネ部１３８ａとで形成されている。図１６及
び図１７に示すように、ネジ１４０ａがねじりバネ部１３６ａを通してアームベースマウ
ント４４Ａに形成されたネジ孔１４２ａに捻じ込まれることにより、ねじりバネ部１３６
ａがアームベースマウント４４Ａに取り付けられている。図１６及び図１８に示すように
、線バネ部１３８ａは、ロックサポート６６Ａａのサポート本体部７２Ａａに形成された
開口部１４４ａに挿通されている。
【００９４】
　バネ部材１３４ｂは、上述したバネ部材１３４ａと左右対称に形成されている。すなわ
ち、図１６及び図１８に示すように、バネ部材１３４ｂは、コイル状のねじりバネ部１３
６ｂと、ねじりバネ部１３６ｂから延びる線バネ部１３８ｂとで形成されている。図１６
及び図１７に示すように、ネジ１４０ｂがねじりバネ部１３６ｂを通してアームベースマ
ウント４４Ａに形成されたネジ孔１４２ｂに捻じ込まれることにより、ねじりバネ部１３
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６ｂがアームベースマウント４４Ａに取り付けられている。図１６及び図１８に示すよう
に、線バネ部１３８ｂは、ロックサポート６６Ａｂのサポート本体部７２Ａｂに形成され
た開口部１４４ｂに挿通されている。
【００９５】
　［２－２．ロック機構の動作］
　次に、図１９及び図２０を参照しながら、ロック機構１８Ａの動作について説明する。
図１９は、一対のロックサポート６６Ａａ，６６Ａｂの各々が解除位置に位置している状
態での、実施の形態２に係るロック機構１８Ａを示す斜視図である。図２０は、一対のロ
ックサポート６６Ａａ，６６Ａｂの各々がロック位置に位置している状態での、実施の形
態２に係るロック機構１８Ａを示す斜視図である。なお、説明の都合上、図１９及び図２
０では、ジャックベース６２等の図示を省略してある。
【００９６】
　図１９に示す状態では、一対のロックサポート６６Ａａ，６６Ａｂの各々は解除位置に
位置している。この状態から、ユーザがロックシャフト７０をアームベースマウント４４
Ａに対して所定の方向に回動させた際には、図２０に示すように、一対のロックサポート
６６Ａａ，６６Ａｂの各々は解除位置からロック位置に移動する。このとき、バネ部材１
３４ａの線バネ部１３８ａ及びバネ部材１３４ｂの線バネ部１３８ｂはそれぞれ、一対の
ロックサポート６６Ａａ，６６Ａｂによって押圧されることにより弾性変形する。なお、
バネ部材１３４ａのねじりバネ部１３６ａ及びバネ部材１３４ｂのねじりバネ部１３６ｂ
は、ほとんど弾性変形しない。
【００９７】
　図２０に示す状態から、ユーザがロックシャフト７０をアームベースマウント４４Ａに
対して上記所定の方向と反対方向に回動させた際には、図１９に示すように、一対のロッ
クサポート６６Ａａ，６６Ａｂはそれぞれ、バネ部材１３４ａの線バネ部１３８ａ及びバ
ネ部材１３４ｂの線バネ部１３８ｂの弾性復元力を受けて、ロック位置から解除位置に移
動する。
【００９８】
　［２－３．効果等］
　本実施の形態において、ロック機構１８Ａは、さらに、ロックサポート６６Ａａ，６６
Ａｂをロック位置から解除位置に向けて付勢するバネ部材１３４ａ，１３４ｂを有する
　これにより、例えばリングラバー６４が粘着性を有している場合であっても、バネ部材
１３４ａ，１３４ｂの付勢力により、ロックサポート６６Ａａ，６６Ａｂをリングラバー
６４から容易に離すことができる。
【００９９】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１及び２を説明
した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え
、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態１及び
２で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
【０１００】
　そこで、以下、他の実施の形態を例示する。
【０１０１】
　上記各実施の形態では、第１のガイド部４８と第２のガイド部５６との間に隙間を形成
したが、これに限定されず、第１のガイド部４８と第２のガイド部５６とを互いに接触（
密着）させてもよい。
【０１０２】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面及び詳細な説明を提供した。
【０１０３】
　したがって、添付図面及び詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のため
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に必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でな
い構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な
説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であ
るとの認定をするべきではない。
【０１０４】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲又はその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行う
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本開示は、レコード盤を再生するための再生装置に用いられるトーンアームユニットに
適用可能である。
【符号の説明】
【０１０６】
２　再生装置
４　レコード盤
６　筐体
８　ターンテーブル
１０　駆動源
１２，１２Ａ　トーンアームユニット
１４　トーンアーム部
１６　昇降機構
１８，１８Ａ　ロック機構
２０　リフター機構
２２　アームベース
２４　支持機構
２６　アーム部材
２８　ヘッドシェル
３０　カートリッジ
３２　バランスウェイト
３４　アームレスト
３６　カムベース
３８　センターシャフト
４０　リングカム
４２　操作リング
４４，４４Ａ　アームベースマウント
４６，１００，１４０ａ，１４０ｂ　ネジ
４８　第１のガイド部
４８ａ，５６ａ　山部
４８ｂ，５６ｂ　谷部
５０　突部
５０ａ，１０４，１４２ａ，１４２ｂ　ネジ孔
５２　抜け止め用ネジ
５４，６０，９６　孔
５６　第２のガイド部
５８　溝部
５９　カムスペーサ
６２　ジャックベース
６４　リングラバー
６６ａ，６６ｂ，６６Ａａ，６６Ａｂ　ロックサポート



(18) JP 6516164 B2 2019.5.22

10

20

30

６８　ロックプレート
７０　ロックシャフト
７２ａ，７２ｂ，７２Ａａ，７２Ａｂ　サポート本体部
７４ａ，７４ｂ　取付片
７６ａ，７６ｂ　傾斜面
７８ａ，７８ｂ，９４，１０２　長孔
８０　切り欠き部
８２　突起
８４　クッション部材
８６　水平部
８８　垂直部
９０　押込部
９２　取付部
９８ａ，９８ｂ　傾斜部
１０６　ロックノブ
１０８　偏心軸
１１０　リフトアームベース
１１２　ギアダンパー
１１４　付勢部材
１１６　カム部材
１１８　レバー部材
１２０，１２２　支柱部
１２４　プレート部材
１２６　ラックギア
１２８　載置台
１３０　カム本体部
１３２　支持部
１３４ａ，１３４ｂ　バネ部材
１３６ａ，１３６ｂ　ねじりバネ部
１３８ａ，１３８ｂ　線バネ部
１４４ａ，１４４ｂ　開口部
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